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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
外
務
省
報
償
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
に
つ
い
て
は
、
資
金
前
渡
は
行
っ
て
い
な
い
。

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
は
、
国
の
事
務
又
は
事
業
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
当
面
の
任
務
と
状
況
に
応
じ
そ
の

都
度
の
判
断
で
最
も
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
機
動
的
に
使
用
さ
れ
る
経
費
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
扱
責
任
者
の
請

求
に
基
づ
き
、
取
扱
責
任
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
て
お
り
、
前
金
払
、
概
算
払
、
渡
切
費
の
支
給
及
び
前
渡
資
金
の
繰
替
使

用
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
は
、
国
の
事
務
又
は
事
業
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
当
面
の
任
務
と
状
況
に
応
じ
そ
の

都
度
の
判
断
で
最
も
適
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
機
動
的
に
使
用
さ
れ
る
経
費
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
扱
責
任
者
の
請

求
に
基
づ
き
支
出
さ
れ
て
お
り
、
支
出
負
担
行
為
の
認
証
を
行
う
必
要
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

一



会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
、
そ
の
所
掌
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
事

務
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
省
各
庁
の
長
は
、
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
、
支
出
負
担
行
為
担
当
官
の
事
務
の
一
部
を
分

掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
外
務
省
の
報
償
費
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
事
務
を

他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
委
任
し
又
は
分
掌
さ
せ
た
こ
と
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
に
つ
い
て
は
、
会
計
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
監
査
等
の
対
象
と
な
り
得
る
。

外
務
省
の
報
償
費
に
つ
い
て
こ
の
監
査
等
を
行
っ
た
実
績
は
な
い
が
、
こ
れ
は
、
予
算
の
執
行
の
適
正
を
期
す
る
た
め
に

必
要
が
あ
る
場
合
に
こ
の
監
査
等
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

松
尾
元
外
務
省
要
人
外
国
訪
問
支
援
室
長
に
よ
る
公
金
横
領
疑
惑
に
つ
い
て
は
、
同
室
長
を
対
象
と
し
て
訴
訟
及
び
捜
査

が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
捜
査
当
局
の
捜
査
に
よ
る
事
件
の
解
明
、
予
算
執
行
の
責
に
任
ず
る
主
務
官
庁
の
監
査
、

会
計
検
査
院
の
対
応
、
関
係
省
庁
に
よ
る
再
発
防
止
策
の
検
討
等
を
見
極
め
た
上
で
、
会
計
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

二



く
監
査
等
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

支
出
済
額
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、外
務
省
の
報
償
費
の
具
体
的
な
使
途
等
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

公
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
遂
行
に
重
大
な
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

し

外
務
省
の
報
償
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
彼
此
移
用
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
昭
和
五
十
四
年
度
及
び
昭
和
五
十
五

年
度
に
同
費
に
不
足
を
生
じ
た
こ
と
か
ら
彼
此
流
用
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

六
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
の
「
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
」
と
は
、

秘
密
の
指
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
他
に
知
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
相
当

の
利
益
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
し
て
い
る
事
実
を
い
う
も
の
と

解
し
て
お
り
、
外
務
省
の
報
償
費
の
具
体
的
な
使
途
等
は
、
一
般
的
に
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三



七
の
�
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
は
、
外
交
運
営
の
充
実
に
必
要
な
経
費
と
し
て
歳
出
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。

七
の
�
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
担
当
官
は
、
外
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
で
あ
る
。
ま
た
、
同
費
に
係
る
分
任

支
出
負
担
行
為
担
当
官
及
び
支
出
負
担
行
為
認
証
官
は
、
設
置
し
て
い
な
い
。

七
の
�
の
�
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
に
係
る
支
出
官
は
、
支
出
に
関
す
る
事
務
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け

る
予
算
決
算
及
び
会
計
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の

歳
出
金
の
支
出
の
決
定
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
で
あ
り
、
同
項
第
二
号
の
歳
出
金
の
支
出
の
決

定
に
基
づ
い
て
行
う
小
切
手
の
振
出
し
又
は
国
庫
金
振
替
書
の
交
付
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
財
務
省
会
計
セ
ン
タ
ー
会
計
管

理
部
長
で
あ
る
。

七
の
�
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
に
係
る
出
納
官
吏
、
分
任
出
納
官
吏
、
出
納
官
吏
代
理
及
び
出
納
員
は
、
任
命
し
て
い
な
い
。

四



七
の
�
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
に
係
る
収
入
官
吏
、
資
金
前
渡
官
吏
、
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
及
び
繰
替
払
等
出
納
官
吏
は
、
任

命
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め

た
「
必
要
な
事
項
」
は
な
い
。

七
の
�
に
つ
い
て

外
務
省
の
報
償
費
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
を
任
命
し
て
い
な
い
た
め
、
出
納
官
吏
の
帳
簿
金
庫
の
検
査
に
当
た
る
検
査

員
は
、
任
命
し
て
い
な
い
。

七
の
�
に
つ
い
て

財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
、
会
計
法
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五

号
）及
び
出
納
官
吏
事
務
規
程
以
外
に
外
務
省
の
報
償
費
に
係
る
所
定
の
会
計
手
続
を
定
め
た
法
令
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

支
出
に
関
す
る
事
務
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
予
算
決
算
及
び
会
計
令
等
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
二
十
七
日
政
令
第
二
十
二
号
）

日
本
銀
行
国
庫
金
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日
大
蔵
省
令
第
九
十
三
号
）

五



支
出
官
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
九
月
二
十
七
日
大
蔵
省
令
第
九
十
四
号
）

支
出
負
担
行
為
等
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
大
蔵
省
令
第
十
八
号
）

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る
場
合
に
お
け
る
支
出
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
五
十
五
年
三
月
二
十
七
日
大
蔵
省
令
第
十
一
号
）

計
算
証
明
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
六
月
七
日
会
計
検
査
院
規
則
第
三
号
）

六


